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■
愛
称
募
集
の
対
象

「
菊
陽
町
光
の
森
町
民
セ
ン
タ
ー　

○
○
○
○
○
」
の
○
部
分
を
愛
称
と
し
、

募
集
の
対
象
と
し
ま
す
。

※

字
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
愛
称
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

明
る
く
親
し
み
が
湧
き
、
活
気
あ
ふ
れ

る
菊
陽
町
に
ふ
さ
わ
し
い
愛
称

■
施
設
の
概
要

•
役
場
支
所　

•
会
議
室（
大
・
小
）

•
子
育
て
支
援
室　

•
情
報
コ
ー
ナ
ー

•
健
康
増
進
室　

•
軽
運
動
室

•
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
な
ど

■
応
募
資
格　
　
　
　
　
　
　

ど
な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。

※

町
内
在
住
者
に
限
り
ま
せ
ん
。

■
応
募
方
法

•
施
設
愛
称

•
愛
称
の
説
明
ま
た
は
理
由

•
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を
明
記
し
、

❶
は
が
き
❷
Ｆ
Ａ
Ｘ
❸
電
子
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

※

氏
名
と
住
所
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。
記
入
の
な
い
も
の
は
無
効
で
す
。

※

応
募
は
１
人
１
点
限
り
と
し
ま
す
。

■
応
募
先

❶
〒
８
６
９－

１
１
９
２（
住
所
不
要
）

　

菊
陽
町
役
場　

総
合
政
策
課　

❷
Ｆ
Ａ
Ｘ（
２
３
２
）４
９
２
３

❸
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

sogoseisaku@
tow
n.kikuyo.lg.jp

※

メ
ー
ル
の
表
題
は
、
必
ず「
愛
称
応
募
」

に
し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間

　

４
月
１
日（
火
）〜
４
月
30
日（
水
）

※

郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効
と
し
、
そ
れ

以
外
は
締
切
日
必
着
で
す
。

■
注
意
事
項

•
漢
字
や
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記

し
て
く
だ
さ
い
。

•
漢
字
を
使
用
す
る
場
合
は
、
必
ず
ふ
り

が
な
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

•
算
用
数
字
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
使
用

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

•
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
、
明
ら
か
に

愛
称
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
は
無
効

と
し
ま
す
。

■
選
考
方
法

無
効
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
除
い
た
全

て
の
愛
称
案
の
中
か
ら
選
考
し
ま
す
。

■
表
彰

•
命
名
賞
１
点

　
（
副
賞
と
し
て
町
の
特
産
物
を
贈
呈
）

※

同
一
愛
称
に
多
数
の
応
募
が
あ
っ
た
場

合
は
、
抽
選
に
な
り
ま
す
。

■
発
表

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と「
広
報
き
く
よ
う
」

で
行
い
ま
す
。

※

当
選
者
に
は
、
事
前
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

■
そ
の
他

•
応
募
者
の
個
人
情
報
は
、
愛
称
募
集
の

目
的
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

•
採
用
さ
れ
た
愛
称
に
関
す
る
一
切
の
権

限
は
、
菊
陽
町
に
帰
属
し
ま
す
。
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

新
し
い
施
設
の
愛
称
を
募
集
し
ま
す

募集

問 

総
合
政
策
課　

総
合
政
策
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
２

現
在
、
町
が
光
の
森
２
丁
目
に
建
設
し
て
い
る
施
設
の
愛
称
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
内
容
や
応
募
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
利
用
者
負
担

　

原
則
、
１
割
負
担
。
世
帯
の
合
計
所
得

額
に
応
じ
た
負
担
の
上
限
額
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
書
類

　

補
装
具
や
状
況
で
必
要
書
類
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

聴
覚
障
が
い
児
補
聴
器
購
入
助
成

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら

な
い
軽
度
・
中
等
度
の
聴
覚
障
が
い
の
あ

る
児
童
に
対
し
、
補
聴
器
の
装
用
に
よ
る

音
声
言
語
能
力
の
向
上
や
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
を
高
め
る
た
め
に
、

補
聴
器
購
入
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も

の
で
す
。

■
対
象
者

　

次
の
❶
❷
を
満
た
す
18
歳
未
満
の
聴
覚

障
が
い
児
で
、
菊
陽
町
内
に
住
所
が
あ
る

人
。

❶
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
デ
シ
ベ
ル
以

上
70
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
。

❷
補
聴
器
の
装
用
で
、
言
語
の
習
得
等
一

定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
と
医
師
が
判

断
し
た
人
。

※

対
象
児
の
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
世

帯
員
の
う
ち
、
町
民
税
所
得
割
課
税
額

46
万
円
以
上
の
人
が
い
る
場
合
は
、
対

象
外
で
す
。

■
助
成
金
の
額

　

新
た
に
補
聴
器
を
購
入
す
る
経
費
ま
た

は
耐
用
年
数
経
過
後
に
補
聴
器
を
更
新
す

る
経
費
に
対
し
、
補
聴
器
の
種
類
に
よ
り

定
め
て
あ
る
基
準
額
の
３
分
の
２
を
助
成

し
ま
す
。
購
入
費
な
ど
が
基
準
額
よ
り
低

い
と
き
は
、
そ
の
額
を
基
準
額
と
し
ま
す
。

■
申
請
書
類

　

交
付
申
請
書
や
医
師
が
作
成
し
た
補
聴

器
意
見
書
、
補
聴
器
意
見
書
に
基
づ
き
補

聴
器
販
売
業
者
が
作
成
し
た
見
積
書
、
印

鑑
が
必
要
で
す
。

小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
日
常
生
活
用

具
給
付
事
業

　

小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
に
対
し
、
日
常

生
活
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
日
常
生
活
用

具
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す

（
給
付
で
き
る
種
目
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

■
対
象
者

　

在
宅
療
養
を
し
て
い
る
小
児
慢
性
特
定

疾
患
児
で
本
町
に
住
所
が
あ
る
人
。
疾
患

の
内
容
で
給
付
種
目
が
異
な
り
ま
す
。

■
利
用
者
負
担

　

種
目
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
基
準
額
か
ら
、

世
帯
の
収
入
に
応
じ
た
自
己
負
担
額
を
差

し
引
い
た
額
を
助
成
し
ま
す
。
用
具
の
購

入
費
用
の
う
ち
、
基
準
額
を
超
え
た
分
は
、

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
書
類

　

給
付
申
請
書
、
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医

療
受
診
券
、
必
要
と
求
め
る
場
合
は
医
師

の
意
見
書
、
印
鑑
が
必
要
で
す
。

第
５
回
障
が
い
福
祉
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す

福祉

問 

福
祉
課　

福
祉
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
３

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

　

日
常
生
活
の
利
便
性
を
高
め
る
た
め
、

重
度
の
障
が
い
者
に
日
常
生
活
用
具
の
費

用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す（
給
付

で
き
る
種
目
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
）。

■
対
象
者

　

在
宅
の
重
度
身
体
障
が
い
者（
児
）や
知

的
障
が
い
者（
児
）、
精
神
障
が
い
者（
児
）

難
病
患
者
な
ど
。
排
せ
つ
管
理
支
援
用
具

と
人
工
内
耳
用
電
池
は
、
在
宅
以
外
の
人

で
も
、
必
要
と
認
め
る
人
は
対
象
に
な
り

ま
す
。
障
が
い
の
内
容
や
年
齢
な
ど
で
給

付
種
目
が
異
な
り
ま
す
。

■
利
用
者
負
担

　

原
則
、
購
入
す
る
日
常
生
活
用
具
の
金

額
、
ま
た
は
、
種
目
ご
と
に
定
め
ら
れ
た

基
準
額
の
ど
ち
ら
か
低
い
方
の
１
割
と
、

基
準
額
を
超
え
た
金
額
が
自
己
負
担
に
な

り
ま
す
。
世
帯
の
合
計
所
得
額
に
応
じ
た

負
担
の
上
限
額
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
書
類

　

日
常
生
活
用
具
で
必
要
書
類
が
異
な
り

ま
す
の
で
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

補
装
具
費

　

補
装
具
費
と
は
障
が
い
で
失
わ
れ
た
身

体
機
能
を
補
い
、
代
替
す
る
た
め
に
、
体

に
装
着（
装
用
）し
て
日
常
生
活
や
就
労
に

用
い
る
補
装
具
の
購
入
や
修
理
の
費
用
の

一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す（
給
付
で
き

る
種
目
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）。

■
対
象
者

　

補
装
具
を
必
要
と
す
る
身
体
障
が
い
者

（
児
）、
難
病
患
者
な
ど
。
障
が
い
の
内
容

や
年
齢
な
ど
で
給
付
種
目
が
異
な
り
ま
す
。

　

車
い
す
、
電
動
車
い
す
、
歩
行
器
、
歩

行
補
助
つ
え
は
、
介
護
保
険
か
ら
貸
与
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
介
護
保
険
が
適
用
に
な

る
場
合
は
、
原
則
、
介
護
保
険
か
ら
貸
与

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
身
体
上
の
理
由
で

介
護
保
険
の
貸
与
が
利
用
で
き
な
い
人
は
、

補
装
具
で
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

▲菊陽町光の森町民センターの完成イメージ

障
が
い
福
祉
に
つ
い
て
、
２
カ
月
に
１
回
紹
介
し
て
い
ま
す（
全
６
回
）。

今
回
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
日
常
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
用
具
な
ど
の
給
付
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

「菊陽町光の森町民センター　○○○○○」
　　　　　　　　　　　　　　　すてきな愛称を
　　　　　　　　　　　　　　　　　お待ちしています !


